
 

 

 

○国立大学法人筑波技術大学旅費細則 

 

                           平成23年1月26日 

                          細 則 第  1  号 

最終改正 令和７年３月１１日細則第２７号 

 

国立大学法人筑波技術大学旅費細則 

  (趣旨) 

第１条 この細則は，国立大学法人筑波技術大学旅費規程（平成１８年規程第１６号）

（以下「旅費規程」という。）第３条第５項，第４条第２項，第５条第７項，第８条，

第９条，第１０条及び第１８条第４項の規定に基づき，旅費の支給に関し必要な事項

を定めるものとする。 

  (用語の意義) 

第２条 旅費規程第２条に規定する「役員等」のうち「役員と同等と学長が認める者」

については次のとおりとする。 

(1) 副学長 

(2) 経営協議会及び基金管理運営委員会の学外委員 

(3) 障害者高等教育研究支援センター及び保健科学部附属東西医学統合医療センタ

ーの運営協議会の学外委員 

(4) 国立大学法人筑波技術大学組織及び管理運営に関する規則（平成１７年規則第

１号）第４条第１項に規定する職にあった者。なお，法人化以前の者にあっては，

これに準じる。 

(5) その他  別表１に規定する者 

(旅行命令等) 

第３条 旅費規程第３条で規定する業務を命令する者（以下「業務命令者」という。）

とは学長をいい，学長は旅行命令等を別表２のとおり範囲区分により委任するものと

する。 

２ 前項の規定に基づき，旅行命令等を委任された者に事故がある場合は，当該業務命

令者の事務代理又は事務取扱を命ぜられた職員が，その権限を行うものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず，理事，監事，副学長，技術科学研究科長，産業技術学

部長，保健科学部長，共生社会創成学部長，障害者高等教育研究支援センター長，保

健管理センター長及び事務局長に発する旅行命令及び旅行承認は，学長が行う。 

４ 第１項の規定にかかわらず，次の各号に掲げる旅行命令等は，学長が行う。 

(1) 旅行期間が１月を超える国内旅行命令等 

(2) 外国旅行命令等 

(旅行命令等の様式) 

第４条 旅費規程第３条第５項，第４条第２項，第５条第７項及び旅費細則第６条第４

項で規定する旅行命令等の様式は次の各号のとおりとする。 

(1) 旅行（命令・依頼・承認）伺                別記様式１ 



 

 

 

(2) 旅費請求内訳書                     別記様式２ 

(3) 出張報告書                       別記様式３ 

(4) 旅費（仮払・精算）請求書                 別記様式４ 

(5) 旅費精算書                       別記様式５ 

(6) 転居費・家族移転費（仮払・精算）請求書          別記様式６ 

(7)  自家用自動車出張承認届                 別記様式７ 

(8) 委任状                         別記様式 8 

  (外国人の招へいに係る旅費の仮払支給) 

第５条 旅費規程第５条第１項に規定する仮払支給において，外国人の招へいに係る旅

費の仮払支給については，次のとおりとする。 

(1) 旅行者本人に旅費を仮払支給することが手続き上困難な場合，又は入国前に世

話人教員等が航空券等を購入し旅行者に送付する場合は受領代理人に支払うもの

とする。なお，航空券等を購入し旅行者に送付する場合の送付に係る手数料等に

ついては，旅行者の負担とする。 

(2)  前号の代理受領については，別記様式 8 の委任状により旅行者から世話人教員

等へ代理受領に係る委任行為がされたもののみが行うことができる。 

  (旅費の支給等) 

第６条 旅費規程第５条第５項に規定する旅費の請求に必要な資料とは次に揚げるも

のをいう。 

(1) 旅行の必要性を証明する会議開催通知等 

(2) 別表３の必要書類 

２ 旅費の仮払支給を受けようとする場合は，別記様式４に前項第 1 号に揚げる資料の

外，次に掲げる資料を添えて旅行２週間前までに財務課に提出すること。 

(1) 国内旅行において，パック旅行による場合等交通費が旅客運賃に比して低廉と

なる場合は，これらの概算見積書 

(2) 外国旅行の場合は，交通費及び旅行雑費の概算見積書等 

３ 旅費の仮払支給を受けた旅費の精算手続は，仮払額と精算額に相違がある場合は別

記様式４及び５に，仮払額と精算額が同一金額である場合は別記様式５に，第 1 項第

２号に掲げる資料を添えて旅行後２週間以内に財務課に提出すること。 

４ 赴任のための旅費の支給を受けようとする場合は，別記様式６に別表３の「転居費」，

「家族移転費」の必要書類を添えて財務課に提出すること。 

附 則 

１ この細則は，平成23年1月26日から施行し，同年４月１日以後に出発する旅行か

ら適用し，同日前に出発した旅行については，なお従前の例による。 

２ この細則の施行に伴い，「国立大学法人筑波技術大学外国人の招へいに係る旅費

の取扱いについて」（平成 17 年 10 月 3 日制定），「旅費の請求手続き等について」

（平成 18年 9月 27 日制定），「近郊区域旅費について」（平成 18 年 9 月 27 日制定），

「国立大学法人筑波技術大学における旅行命令等の委任について」（平成 18 年 9 月

27 日制定），「旅費支給に関する役員等の範囲について」（平成 19 年 4月 2日制定），



 

 

 

「旅費の取扱いについて」（平成 19 年 4月 24 日財務課長通知）は，廃止する。 

附 則 

この細則は，平成 26 年 3 月 18 日から施行し，同年４月１日以後に出発する旅行から

適用し，同日前に出発した旅行については，なお従前の例による。 

附 則 

この細則は，平成 29 年 3 月 28 日から施行し，同年４月１日以後に出発する旅行から

適用し，同日前に出発した旅行については，なお従前の例による。 

附 則 

この細則は，平成 30年 4 月 1 日から施行する。 

  附 則 

この細則は，令和元年 10 月 1 日から施行し，同年 10 月 1日以後に出発する旅行から

適用し，同日前に出発した旅行については，なお従前の例による。 

附 則 

この細則は，令和 2年 4月 1日から施行し，同年 4月 1日以後に出発する旅行から適

用し，同日前に出発した旅行については，なお従前の例による。 

附 則 

この細則は，令和2年10月1日から施行し，改正後の国立大学法人筑波技術大学旅費細

則の規定は，同年10月1日以後に出発する旅行から適用し，同日前に出発した旅行につ

いては，なお従前の例による。 

附 則 

この細則は，令和 5年 4月 1日から施行する。 

附 則 

この細則は，令和 7年 4月 1日から施行し，改正後の国立大学法人筑波技術大学旅費

細則の規定は，同年 4月 1日以後に出発する旅行から適用し，同日前に出発した旅行に

ついては，なお従前の例による。 



 

 

 

別表１ その他の役員等の区分（第２条関係） 

区 分 適         用 

役 

員 

等 

国立大学法人の役員又はその職にあった者 

独立行政法人の役員又はその職にあった者 

国務大臣若しくは国会議員の職務又はその職にあった者 

一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第10号の指定職俸給表の適

用を受ける者又はその職にあった者 

法律又は政令に基づき設置された審議会等の委員又はその職にあった者 

地方公共団体の長、又はその職にあった者 

地方公共団体が設置する大学又は私立大学の長又はその職にあった者 

上記の職に相当するものとして、学長が認める者 

 

別表２ 旅行命令等の委任（第３条関係） 

 受 任 者  復 委 任 の 範 囲  

技術科学研究科長 技術科学研究科の業務による旅行命令及び旅行承認並びに技術

科学研究科の業務に係る旅行依頼 

産業技術学部長  産業技術学部，保健管理センター(聴覚障害系)所属教員に発する

旅行命令及び旅行承認並びに産業技術学部，保健管理センターの

用務に係る旅行依頼  

保健科学部長  保健科学部，保健科学部附属東西医学統合医療センター，保健管

理センター(視覚障害系)所属教員に発する旅行命令及び旅行承

認並びに保健科学部，保健科学部附属東西医学統合医療センタ

ー，保健管理センターの用務に係る旅行依頼  

共生社会創成学部長 共生社会創成学部，保健管理センター所属教員に発する旅行命令

及び旅行承認並びに共生社会創成学部，保健管理センターの用務

に係る旅行依頼 

障害者高等教育研究支

援センター長  

障害者高等教育研究支援センター所属教員に発する旅行命令及

び旅行承認並びにセンターの用務に係る旅行依頼  

保健科学部附属東西医

学統合医療センター長 

保健科学部附属東西医学統合医療センター所属医療職員に発す

る旅行命令及び旅行承認 

事務局長  事務局所属の課長に発する旅行命令及び旅行承認並びに事務局

の用務に係る旅行依頼  

事務局の各課長 

 

事務局各課所属職員（課長を除く）に発する旅行命令及び旅行承

認 

 

 

 

 



 

 

 

別表３ 旅費の支給を受ける場合の提出書類（第６条関係） 

対 象 提 出 書 類 

 

 

 

 

 

 

 

交通費 

 

 

鉄道賃 急行料金、寝台料金、座席指定料金及び特別車両料金

については、その支払を証明するに足る書類 

 

 

 

航空賃 

（国内旅行） 

航空運賃の領収書（代金及び旅程の明細が記載された

もの）及び航空機搭乗券の半券 

（国外旅行） 

旅行代金の領収書，航空機搭乗券の半券及びパスポー

トの写とする。ただし，航空機搭乗券の半券で旅行者

の出入国が確認できる場合は，パスポートの写の提出

は省略することができる。 

船賃 船賃の領収書（代金及び旅程の明細が記載されたもの） 

その他の交通費 業務上の必要又はやむを得ない事情により有料道路、

タクシー、レンタカー利用した場合や、成田空港，羽

田空港までの移動に高速バスを利用した場合はその領

収書 

包括宿泊費 旅行代金の領収書（代金及び旅程の明細が記載された

もの）及び航空機利用の場合は，航空機搭乗券の半券 

渡航雑費 支払を証明するに足る書類 

 

 

損失または喪失の場合の旅費 

 

（損失の旅費） 

損失額を証明する資料 

（喪失の旅費） 

交通機関の事故または天災その他やむを得ない事情に

より旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類 

転居費 
支払を証明するに足る書類，移転を証明する書類，同

居する家族であることを証明する書類 

家族移転費 
支払いを証明するに足る書類，移転を証明する書類,

同居する家族であることを証明する書類の外，赴任を

命じられた日の翌日から1年経過後に家族を移転する

場合には，その期間延長の許可を証明するに足る書類 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

別記様式 1 

 
 

別記様式 2 

 

 

 

 

 



 

 

 

別記様式 3 

 

 

 

 

 



 

 

 

別記様式 4 

 

 

別記様式 5 

 

 

 



 

 

 

別記様式 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

別記様式 7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

別記様式 8 

 


